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緊急事態宣言下で二度目の休日を迎えます。 

２０日、北九州市は、８６人の感染を確認したと発表しました。 

また、福岡県内では、若者に対して感染しやすいと言われている 

変異株の感染割合が上昇しているとのことです。 

緊急事態宣言は、お子様やご家族の皆様の命と健康を守るためのも

のであるという趣旨に立ち返り、以下の点についてあらためて強くお

願いいたします。 

 

◎ お子様につきましては、放課後や休日は自宅で過ごすようにし、不

要不急の外出は控えるようお願いします。 

特に公園や多くの人が集まる場所への行き来、友達と集まって家の

中で遊ぶことはしないようにしてください。 

◎ 仲のよい友人同士の家庭間の行き来や宿泊、家族ぐるみの交流（一

緒に食事会をするなど）による接触は控えてください。 

◎ ①距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い・手指消毒を徹底し、休

日であっても、ご家庭での朝の健康チェックを行ってください。 

 

なお、月曜日に、お子様や同居家族の方が、「PCR検査を受けている

場合」、「発熱やのどの痛み、せき、鼻水などの風邪症状が見られた場

合」は、登校を控えてください。その際は、必ず学校にご連絡くださ

い。 
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